
 

                                                     医薬発 1029第１号  

                                                     令和７ 年 10月 29日  

 

    都 道 府 県 知 事 

  各 保健所設置市長    殿 

   特 別 区 長  

 

厚生労働省医薬局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

毒物及び劇物指定令等の一部改正について（通知） 

 

 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令（令和７年政令第358号。以下「改正

政令」という。）及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令（令和７

年厚生労働省令第107号。以下「改正省令」という。）が令和７年10月29日に公布

されましたので、下記に御留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図る

とともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏のないようお願いいたします。 

 なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体

連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団

法人日本化学品輸出入協会会長及び一般社団法人日本試薬協会会長宛てに発出する

こととしている旨、申し添えます。 

 

                                      記 

 

第１ 改正政令について 

１ 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。 

４－［２－（４－ターシヤリ－ブチルフエニル）エトキシ］キナゾリン（別

名フエナザキン）及びこれを含有する製剤。ただし、４－［２－（４－ターシ

ヤリ－ブチルフエニル）エトキシ］キナゾリン19.4％以下を含有するものを除

く。 

 

２ 劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。 

塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5％以上52.5％以下

を含有する製剤（粉粒状に加工をしたものを除く。）（炭酸水素ナトリウム27

％以上37％以下を含有するものに限る。） 

 

３ 施行期日 

令和７年11月１日から施行する。ただし、２については、公布日から施行す

る。 



 

４ 経過措置等 

（１）今回新たに劇物に指定した物については、既に製造、輸入及び販売されて

いる実情に鑑み、改正政令の施行日（令和７年11月１日）において、現にそ

の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、令和８年１月31日

までは、毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号。以下「法」とい

う。）第３条（禁止規定）、第７条（毒物劇物取扱責任者）及び第９条（登

録の変更）の規定は適用しない。また、新たに劇物に指定した物のうち、改

正政令の施行日において、現に存するものについては、令和８年１月31日ま

では、法第12条（毒物又は劇物の表示）第１項（法第22条第５項において準

用する場合を含む。）及び第２項の規定は、適用しない。 

（２）今回新たに劇物に指定した物について、現に製造業、輸入業又は販売業を

営んでいる者に対しては、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置

するとともに、適正な表示を行うよう指導されたい。また、改正政令の施行

日において、現に存する物に関しても、法第12条第３項（毒物又は劇物の表

示）、第14条（毒物又は劇物の譲渡手続）、第15条（毒物又は劇物の交付の

制限等）、第15条の２（廃棄）、第16条（運搬等についての技術上の基準

等）等に関する経過措置は定められておらず、これらの規定は令和７年11月

１日から施行するため、関係業者に対して適切に指導されたい。 

 

第２ 改正省令について 

１ 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物に指定した。

（毒物及び劇物取締法施行規則 （昭和26年厚生省令第４号。以下「規則」と

いう。）別表第一関係） 

４－［２－（４－ターシヤリ－ブチルフエニル）エトキシ］キナゾリン（別

名フエナザキン）及びこれを含有する製剤。ただし、４－［２－（４－ターシ

ヤリ－ブチルフエニル）エトキシ］キナゾリン19.4％以下を含有するものを除

く。 

 

２ 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物から除外し

た。（規則別表第一関係） 

塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5％以上52.5％以下

を含有する製剤（粉粒状に加工をしたものを除く。）（炭酸水素ナトリウム27

％以上37％以下を含有するものに限る。） 

 

３ 法第14条第２項（毒物又は劇物の譲渡手続）の規定により作成する書面は、

譲受人が押印又は署名した書面と改めた。（規則第12条の２関係） 

 

 



 

４ 施行期日 

令和７年11月１日から施行する。ただし、２及び３については、公布日から

施行する。 

 

第３ その他 

（１）改正政令及び改正省令の新旧対照表については別添、今般、劇物に指定さ

れた物及び劇物から除外された物の性状、毒性等については以下を参考とさ

れたい。 

令和６年度第５回薬事審議会資料（資料２ 毒物劇物部会について） htt

ps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47986.html 

（２）パブリックコメントにおいて寄せられた意見の概要とそれに対する回答の

全体は以下のとおりであるので、適宜参考にされたい。 

「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果

について https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1

040&id=495250100&Mode=1 

「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募

集の結果について https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSN

AME=PCM1040&id=495250103&Mode=1 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47986.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47986.html
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495250100&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495250100&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495250103&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495250103&Mode=1
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